
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の消費喚起・商工業者への新型コロナウイルス影響緩和事業とし

て、下仁田町が実施主体となって「下仁田町応援商品券」を発行しま

す。１世帯 2万円分商品券配布。《内 5千円分は飲食店専用》 

これに伴い商品券が利用できる取扱店を商工会が募集します。 

●参加資格 

 

 

 

 

●商品券郵送 下仁田町役場から各世帯へ２万円（千円券×20枚）商品券郵送 

●使用期間  令和 2年 6月 22日（予定）～令和 2年 12月 31日 

●費用負担  無 料 

●換金場所 

 （予定） 

 

●換金期間 

●参加申込 

 

 

 

■申込・問い合わせ先   下仁田町商工会  

ＴＥＬ 0274（82）3206  ＦＡＸ 0274（82）5595 

http://shoko.shimonita.jp/ 

～ 換金手数料無料 ～ 
下仁田町内にある以下の条件を満たす小売業・飲食業・サービス業者等 

・下仁田町内の店舗及び事業所   (リフォーム、電気工事等含む) 

・商品券の持参者に額面記載の金額に相当する物品の販売や役務の提供を 

 行うことが可能な店舗及び事業所 

・趣旨に反する行為（直接換金）を行わない事業所 

令和 2年 7月 6日 ～ 令和 3年 1月 20日まで （月 2回換金）  

・群馬銀行下仁田支店     ・しののめ信用金庫下仁田支店 

・群馬県信用組合下仁田支店  ・群馬県信用組合西牧支店 

・ JA甘楽富岡下仁田支所   ・JA甘楽富岡 西牧出張所 

令和 2年 6月 15日（月）までに下仁田町応援商品券特定事業者募集要項を確認し、 

様式 1「登録申請書」にご記入の上、下仁田町商工会までお申し込みください。 

随時募集はしていますが、上記期日までお申し込みいただいた場合は、商品券配布時

に「取扱店一覧」としてチラシ裏面に掲載予定です。 


